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平成２０年

１２月　４日 熊本市・植木町合併協議会（法定協議会）設置

１２月２６日 第１回熊本市・植木町合併協議会開催

平成２１年

１月　８日 第１回議員専門部会開催

１月３０日 第２回熊本市・植木町合併協議会開催

２月１６日 第３回熊本市・植木町合併協議会開催

２月２６日 第２回議員専門部会開催

３月　２日 第４回熊本市・植木町合併協議会開催

３月１６日 第３回議員専門部会開催

３月３１日 第５回熊本市・植木町合併協議会開催

４月１３日 第４回議員専門部会開催

４月２０日 第６回熊本市・植木町合併協議会開催

４月２０日
～３０日

植木町内９ヵ所で住民説明会開催（第６回協議会分）

５月１８日 第５回議員専門部会開催

５月２１日
～６月１日

熊本市内９ヵ所１０会場で住民説明会開催

５月２５日 第７回熊本市・植木町合併協議会開催

６月１２日
熊本市議会開会。冒頭で自民党市議団など４会派が提案した、植木、城南２町との各合併
協議会（法定協）で承認した「新市基本計画」の実現を求める決議を賛成多数で可決

６月１５日 「熊本市・植木町新市基本計画」を県知事へ提出

植木町での合併の是非を問う住民投票（即日開票）

（投票率：74．00%、賛成10,591票、反対7,493票）合併賛成過半数を得る。

７月　９日 植木町議会臨時会で廃置分合関連議案が可決

７月１３日 熊本市議会臨時会で植木町・城南町との廃置分合関連議案が可決

７月１７日 県知事へ廃置分合及び合併特例区設置認可申請書の提出

９月１４日

熊本県議会にて廃置分合議案が可決

県知事による廃置分合の決定　・・・・・・・・・・・・・・別紙１－１
　　　　　　　　  合併特例区設置の認可　・・・・・・・・別紙１－２

１０月１６日 総務大臣による廃置分合の告示　・・・・・・・・・・・・別紙２

平成２２年

２月１９日 第８回熊本市・植木町合併協議会開催

３月２２日 熊本市・植木町合併協議会の廃止

３月２３日 新「熊本市」の誕生

６月２８日

熊本市・植木町合併協議会の経緯（概要）
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議案第１１号 

 

 

 

  熊本市・植木町合併協議会の廃止について 

 
熊本市・植木町合併協議会の廃止については、次のとおりとする。 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び

第２５２条の６の規定により、熊本市・植木町合併協議会を平成２２

年３月２２日限りで廃止する。 

 

 

 

平成２２年２月１９日 提出 

 

        熊本市・植木町合併協議会会長 幸 山 政 史 
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熊本市・植木町合併協議会の廃止までの手続きについて 

1. 手続き 

（1） 熊本市議会及び植木町議会において、熊本市・植木町合併協議会廃止議案

の議決 

 

（2） 熊本市長と植木町長において熊本市・植木町合併協議会の廃止に関する協

議書の締結 

 

（3） 熊本市及び植木町で熊本市・植木町合併協議会の廃止について告示 

 

（4） 熊本県知事へ熊本市・植木町合併協議会廃止の届出 

 

2. 根拠法令 地方自治法 

地方自治法抜粋 

 (協 議 会 の 設 置 ) 

第 ２ ５ ２ 条 の ２  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 の 一 部 を

共 同 し て 管 理 し 及 び 執 行 し 、若 し く は 普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 の 管 理 及

び 執 行 に つ い て 連 絡 調 整 を 図 り 、又 は 広 域 に わ た る 総 合 的 な 計 画 を 共 同

し て 作 成 す る た め 、協 議 に よ り 規 約 を 定 め 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議 会

を 設 け る こ と が で き る 。  

２  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、協 議 会 を 設 け た と き は 、そ の 旨 及 び 規 約 を 告 示

す る と と も に 、都 道 府 県 の 加 入 す る も の に あ つ て は 総 務 大 臣 、そ の 他 の

も の に あ つ て は 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  第 一 項 の 協 議 に つ い て は 、関 係 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 な

け れ ば な ら な い 。た だ し 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 事 務 の 管 理 及 び 執 行 に つ

い て 連 絡 調 整 を 図 る た め 普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議 会 を 設 け る 場 合 は 、こ

の 限 り で な い 。  

４ ～ ６ 項  略  

(協 議 会 の 組 織 の 変 更 及 び 廃 止 ) 

第 ２ ５ ２ 条 の ６  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、普 通 地 方 公 共 団 体 の 協 議 会 を 設 け

る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 数 を 増 減 し 、若 し く は 協 議 会 の 規 約 を 変 更 し 、又

は 協 議 会 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、第 ２ ５ ２ 条 の ２ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項

ま で の 例 に よ り こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

参考資料 
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（1）両市町議会の議決 

議   第       号  

平成  年  月  日提出  

 

熊本市・植木町合併協議会の廃止について（案） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び第２５２条の

６の規定により、熊本市・植木町合併協議会を平成２２年３月２２日限りで廃止す

ることについて、協議を行うため、議決を求める。 

 

○○○長  ○ ○ ○ ○  

 

 
 

（2）両市町長の協議 

 
   熊本市・植木町合併協議会の廃止に関する協議書（案） 

 熊本市・植木町合併協議会の廃止について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の２第１項及び第２５２条の６の規定により、次のとおり定めるものとす

る。 

１ 協議会は、平成２２年３月２２日限りで廃止するものとする。 
２ 協議会規約第２０条の規定による決算は、熊本市においてこれを協議会の監査委

員であった者の審査に付し、当該監査委員であった者は、監査の結果を熊本市長に

報告するものとする。 
３ 決算により生じた余剰金については、熊本市に帰属するものとする。 
４ 前３項に定めるもののほか、協議会の廃止に伴い必要となった事項については、

両市町が協議のうえ定めるものとする。 

 平成  年  月  日 

熊本市長 幸 山 政 史  

植木町長 藤 井 修 一  

 
 
 
 
 
 

参考資料 
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（3）両市町の告示 

 

告  示  第      号 

平成   年   月   日 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び第２５２条の６

の規定により、熊本市・植木町合併協議会を平成２２年３月２２日限りで廃止するの

で、地方自治法第２５２条の２第２項の規定により告示する。 

 

○○○長  ○ ○ ○ ○  

 
 

 
 

（4）熊本県知事への届出 

政指発第     号 

植企第      号 

平成  年  月 日 

 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 様 

 
熊本市長 幸 山 政 史   

植木町長 藤 井 修 一   

  

熊本市・植木町合併協議会の廃止について（届出） 
 
 熊本市及び鹿本郡植木町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

２第１項及び第２５２条の６の規定に基づき熊本市・植木町合併協議会を廃止するの

で、同法第２５２条の２第２項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 
 
関係書類 
① 熊本市・植木町合併協議会を廃止した理由 
② 熊本市及び鹿本郡植木町の議会の議決証明書 
③ 熊本市・植木町合併協議会の廃止に関する協議書の写し 
 

 
 

参考資料 

（案）

（案）
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〔 協 議 〕 
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協議第９号 

地方税の取扱いについて 
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協議第９号 
 
   地方税の取扱いについて 
 
 地方税の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成２１年 １月３０日 提出 

 
熊本市・植木町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 

地方税の取扱いについて 

 

 

両市町において、差異のある税制等については、次のとおり取り扱う

ものとする。 

 

１ 地方税のうち都市計画税については、政令指定都市移行が実現し、 

都市計画区域の線引きがなされた場合において、熊本市の例に統一す

る。 

ただし、「市町村の合併の特例等に関する法律」第１６条第１項の規

定に基づき、合併の年度及びその後５年度は課税免除とする。 

なお、植木地域における都市計画税の相当額については、植木地域

における都市基盤整備等に要する費用に充てていくものとする。 

 

２ 地方税のうち事業所税については、「市町村の合併の特例等に関する

法律」第１６条第１項の規定に基づき課税免除(合併の年度及びその後

５年度)とし、その後は熊本市の例に統一する。 

なお、植木地域における事業所税の相当額については、植木地域に   

おける都市基盤整備等に要する費用に充てていくものとする。 

 

３ 地方税のうち法人市（町）民税については、「市町村の合併の特例等 

に関する法律」第１６条第１項の規定に基づき不均一課税（合併の年

度及びその後５年度は現行の税率を採用）とし、その後は熊本市の税

率（制限税率）とする。 

   ただし、不均一課税期間（合併の年度及びその後５年度）内に地方

税法の改正により税率の変更があった場合は検討する。 
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４ 地方税のうち入湯税については、熊本市の例に統一する。「市町村の

合併の特例等に関する法律」第１６条第１項の規定に基づき不均一課

税（合併の年度及びその後５年度は現行の制度を採用）とし、その後

は熊本市の例に統一する。 

なお、植木地域における入湯税の相当額については、植木地域にお

ける観光の振興等（植木温泉等の振興）に要する費用に充てていくも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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協議番号 協　　議　　項　　目 部会名 提　案 承認・継続 備　考

地方税の取扱い

1 都市計画税 企画財政部会 第２回 第３回　承認

2 事業所税 企画財政部会 第２回 第３回　承認

3 法人市（町）民税 企画財政部会 第２回 第３回　承認 第８回　修正提案

4 入湯税 企画財政部会 第２回 第３回　承認 第８回　修正提案

地方税の取扱い

1 固定資産の概要 企画財政部会 事務局 承認

2 特別土地保有税 企画財政部会 事務局 承認

3 個人市（町）民税 企画財政部会 事務局 承認

4 軽自動車税 企画財政部会 事務局 承認

5 市・町たばこ税 企画財政部会 事務局 承認

6 たばこ小売組合補助金 企画財政部会 事務局 承認

合併協議協議項目一覧（9　地方税の取扱い）
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 熊本市・植木町合併協議会 

事務事業調査票 
作業部会名：  企画財政部会       

協議項目 地方税 小項目名 ３ 法人市（町）民税 

 

制  度  比  較 

 熊 本 市 植 木  町 

市

町

別

内

容 

 

○税率 

・均 等 割    制限税率 

・法人税割    制限税率(14.7％) 

 

 

○納税義務者数 

・均 等 割  22,588（H18 課税状況調） 

・法人税割  22,441（H18 課税状況調） 

 

 

○税収額 

平成 17 年度決算   9,713,760 千円 

平成 18 年度決算  10,059,486 千円 

 平成 19 年度決算  10,237,886 千円 

 

○税率 

・均 等 割    標準税率 

・法人税割    超過税率(14.5％) 

 

 

○納税義務者数 

・均 等 割  799（H18 課税状況調） 

・法人税割  798（H18 課税状況調） 

 

 

○税収額 

平成 17 年度決算  294,154 千円 

平成 18 年度決算  367,535 千円 

 平成 19 年度決算  243,589 千円 

相
違
点
と
課
題 

・均等割の税率については、熊本市は制限税率を、植木町は標準税率を採用している。 

・法人税割については、熊本市は制限税率 14.7%、植木町は超過税率 14.5%を採用している。 

・合併後は税率の統合が必要となるが、熊本市の税率とした場合、植木町において税負担の増加が生じる。 

 

協 議 内 容 税率についてどのように取り扱うのか。 

合併協議会 
協 議 結 果 

（調 整 方 針） 

植木地域においては、「市町村の合併の特例等に関する法律」第１６条第１項の規定に基づき不

均一課税（合併の年度及びその後５年度は現行の税率を採用）とし、その後は熊本市の税率（制

限税率）とする。ただし、不均一課税期間（合併の年度及びその後５年度）内に地方税法の改正

により税率の変更があった場合は検討する。 

第 3回合併協議会 

承 認 
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熊本市・植木町合併協議会 

事務事業調査票 
作業部会名：  企画財政部会       

協議項目 地方税 小項目名 ４ 入湯税 

 

制  度  比  較 

 熊 本 市 植 木 町 

市

町

別

内

容 

○税率   １人１日１５０円 

 

○免税点   １，５００円 

       （食事代、マッサージ代等を含む。）

○特別徴収義務者   12人 

・鉱泉浴場の経営者 

・鉱泉浴場経営者以外の者で市長が指定したもの 

○課税免除 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 

・修学旅行に参加する者 

・簡素、低廉等の施設に入湯する者 

・地方団体等の設置する施設に入湯する者 

 

 

 

 

○税収額 

平成 17年度決算  19,257 千円 

平成 18年度決算  15,681 千円 

平成 19年度決算  16,255 千円 

○税率  １人１日１５０円 

    日帰り１人７０円 

○免税点   

  日帰りの入湯客で、入湯料金が１人３６０円以下

○特別徴収義務者   22人 

・鉱泉浴場の経営者 

 

○課税免除 

・年齢 12歳未満の者 

・日帰りの入湯客で、入湯料金が１人３６０円以下

の者 

・地域住民の福祉の向上を図るため町及び社会福祉

法人等がもっぱら近隣の住民に使用させること

を目的として設置した施設において入湯する者 

  ・学校教育上の見地から行われる行事において入湯

する者 

 

○税収額 

平成 17 年度決算    7,066 千円 

平成 18 年度決算    7,109 千円 

平成 19 年度決算    9,689 千円 

相
違
点
と
課
題 

税率、免税点、課税免除の範囲、特別徴収義務者を指定できることに相違があり、制度を統一する必要がある。

 
 

協 議 内 容 入湯税についてどのように取り扱うのか。 

合併協議会 
協 議 結 果 

（調 整 方 針） 

熊本市の例に統一する。 

植木地域においては、「市町村の合併の特例等に関する法律」第１６条第１項の規定に基づき不

均一課税（合併の年度及びその後５年度は現行の制度を採用）とし、その後は熊本市の例に統一

する。なお、植木地域における入湯税の相当額については、植木地域における観光の振興等（植

木温泉等の振興）に要する費用に充てていくものとする。 

第 3回合併協議会 

承 認 
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〔 その他 〕 
 

 
 

27



植木町合併特例区 

設置の目的 

合併により住民の声が行政に届きにくくなるのではないかという不安を取り除き、地域

の特性を生かした住民主体のまちづくりを進めるために設置され、旧植木町において独自

に行ってきた事務・事業等を処理するほか、地域振興に関するさまざまな事柄について審

議等を行い、住民の意見を行政に反映する役割を担う。 
 

名称・区域 

旧植木町の区域に合併特例区を設置し、名称は「植木町」とする。 
 

設置期間 

平成２２年３月２３日から５年間 
 

事務所の位置 

旧町の役場（合併後の総合支所）の位置 
 

処理する事務 

１ コミュニティ関連施策 
・ 自治（地域）活動支援事業 
・ 植木町地域魅力アップ推進事業 

２ 地域振興イベント並びに文化及び伝統の継承 
・ 植木町はってん祭事業 
・ 地域農業活性化事業（すいか祭りなど） 
・ 田原坂ウォークラリー事業 
・ 田原坂健康マラソン大会事業 
・ 民謡「田原坂」全国大会事業 
・ 西南の役田原坂戦没者追悼式事業 
・ 植木・玉東｢西南の役フィールドミュージアム｣事業  
・ 植木町文化ホール自主文化事業 
・ 植木町生涯学習自主講座事業 
・ 敬老会事業 
・ 植木町戦没者追悼式事業 

３ 観光振興に関連する事業 
・ 植木町観光協会助成事業 
・ 植木温泉納涼花火大会助成事業 
・ 植木温泉観光振興助成事業 
・ 観光案内人助成事業 

４ 公の施設の設置及び管理 
・ 田原坂公園 
・ 植木町田原坂資料館 

 ・ 植木町文化ホール 
 
※ 上記のほか市町村の合併の特例等に関する法律に基づく、新市基本計画の進行管理

等を行う。 
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税　務　課

保健福祉課

まちづくり交流室

市　長

副市長

企画財政局

植木総合支所

市立植木病院

総　務　班

保健福祉班

まちづくり班

産業振興班

建設班

市立植木図書館

学校給食
植木共同調理場

植木中央土地
区画整理事業所

総　務　課

市民生活局

人権推進総室

植木ふれあい
文化センター

植木営業所

植木町農業委員会

病院局

市立図書館

熊本市農業委員会

上下水道局

教育委員会

学校教育部

生涯学習部

文化財課 　　植木出張所
※まちづくり交流室
　 兼務職員を含む

区　　長

事務局長

事務局次長

支 所 長

支所次長

植木分室

産業振興課

建　設　課

市民生活課

植木総合支所・植木町合併特例区等の組織

【熊本市役所】 【植木町合併特例区】

〔　兼　務　〕

※ 植木総合支所内に
　 勤務する職員が合
　 併特例区の職員を
　 兼務し、合併特例
　 区の業務にあたり
　 ます。
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